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○
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令

○
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
等
取
扱
要
領

平
成
元
年
五
月
二
十
五
日

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日

通
商
産
業
省
令
第
三
十
号

十
二
資
公
部
第
三
百
四
十
号

改
正

平
成

二
年

三
月
三
一
日
同

第

一
五
号

改
正

平
成
二
○
年

三
月
二
五
日
資
電
部

第

六
号

同

五
年

三
月
三
一
日
同

第

一
二
号

同

二
一
年

二
月
二
三
日
資
電
部

第

二
号

同

八
年

三
月
三
一
日
同

第

三
〇
号

同

二
五
年

九
月
三
〇
日
二
〇
一
三
資
電
部

第
一
二
号

同

一
〇
年

三
月
三
一
日
同

第

四
二
号

同

二
六
年

三
月
三
一
日
二
〇
一
四
資
電
部

第

六
号

同

一
二
年

三
月
三
一
日
同

第

九
一
号

同

二
七
年

三
月
三
一
日
二
〇
一
五
資
電
部

第

九
号

同

一
二
年
一
一
月
二
〇
日
同

第
三
三
八
号

同

三
〇
年

三
月
三
〇
日
二
〇
一
八
資
電
部

第
一
二
号

同

一
五
年

三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第

四
五
号

同

二
○
年

三
月
二
五
日
同

第

二
○
号

同

二
二
年

三
月
三
一
日
同

第

二
○
号

同

二
五
年

七
月

八
日
同

第

三
六
号

同

二
五
年

九
月
三
〇
日
同

第

五
二
号

同

二
五
年
一
二
月
一
八
日
同

第

六
一
号

同

二
六
年

三
月
三
一
日
同

第

一
五
号

同

二
七
年

三
月
三
一
日
同

第

二
七
号

同

三
〇
年

三
月
三
〇
日
同

第

一
七
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定

を
実
施
す
る
た
め
、
原
子
炉
等
廃
止
措
置
引
当
金
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
制
定
す
る
。

原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令

原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
等
取
扱
要
領

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料

原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
発
電

第
一

（

。

物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六

施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令

平
成
元
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
号
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十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う

）
及
び
実
用
発
電
用
原

以
下
「
省
令
」
と
い
う

）
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
取
扱
要
領
の
定
め
る
と

。

。

子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
七
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

「
特
定
原
子
力
発
電
施
設
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
う
ち
、
原
子

炉
本
体
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
、
原
子
炉
冷
却

系
統
施
設
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

れ
た
物
の
廃
棄
施
設
（
容
器
に
封
入
さ
れ
、
又
は
容
器
と
一
体
的
に

固
型
化
さ
れ
た
廃
棄
物
を
保
管
す
る
た
め
の
施
設
を
除
く

）
並
び

。

に
原
子
炉
格
納
施
設

ロ

イ
に
掲
げ
る
施
設
が
設
置
さ
れ
る
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
（
原
子

炉
本
体
が
設
置
さ
れ
る
建
物
の
基
礎
を
除
く

）。

ハ

イ
に
掲
げ
る
施
設
の
ほ
か
、
発
電
機
そ
の
他
の
設
備
で
ロ
に
掲
げ

る
建
物
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の

二

「
解
体
」
と
は
、
原
子
炉
の
運
転
の
廃
止
の
後
に
当
該
原
子
炉
に
係

る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い

う
。

イ

核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去

ロ

解
体

ハ

核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
を
特
定
原
子
力
発
電

施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
で
一
時
的
に
保
管
す
る
た
め

の
当
該
廃
棄
物
の
処
理

ニ

核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度
の
測

定
及
び
評
価

ホ

核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
を
埋
設
の
方
法
に
よ

り
最
終
的
に
処
分
す
る
た
め
の
当
該
廃
棄
物
の
処
理

ヘ

廃
棄
物
の
運
搬
及
び
処
分

三

「
対
象
発
電
事
業
者
」
と
は
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
で
あ
る
発
電

事
業
者
を
い
う
。

四

「
総
見
積
額
」
と
は
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
解
体
に
要
す
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る
全
費
用
の
見
積
額
を
い
う
。

五

「
積
立
期
間
」
と
は
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
後
初
め
て
発

電
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
四
十
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の

期
間
（
第
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
項
の

通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
直
近
の
当
該
通
知
が
あ
っ
た
期
間
と
し
、
同

条
第
四
項
の
申
請
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
当
該
申
請
に
基
づ
く
承
認
に

関
す
る
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
期
間
と
す

る

）
を
い
う
。

。

（
総
見
積
額
の
承
認
）

第
二
条

対
象
発
電
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
、
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日

省
令
第
二
条
第
一
項
、
第
二
項
本
文
及
び
第
五
条
第
一
項
の
総
見
積
額

第
二

に
お
け
る
総
見
積
額

第
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
発
電
事
業
者
は
、
様
式
一
に
よ
る
総
見

（

。
）

を
定
め
、
当
該
事
業
年
度
末
ま
で
に
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

積
額
承
認
申
請
書
に
、
様
式
二
に
よ
る
総
見
積
額
算
定
明
細
書
を
添
え
、

れ
ば
な
ら
な
い
。

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

対
象
発
電
事
業
者
は
、
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
特
定
原
子
力
発
電

省
令
第
二
条
第
一
項
、
第
二
項
本
文
及
び
第
五
条
第
一
項
の
総
見
積
額

第
三

施
設
（
第
五
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
除
く
。

は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
原
子
炉
の
型
式
が
沸
騰

以
下
こ
の
項
、
次
条
第
一
項
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四

水
型
又
は
加
圧
水
型
で
あ
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
総
見
積
額

条
に
お
い
て
同
じ

）
を
承
継
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
特
定
原
子
力

は
、
解
体
に
伴
っ
て
発
生
す
る
廃
棄
物
の
種
類
及
び
物
量
か
ら
解
体
に
要

。

発
電
施
設
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割

す
る
費
用
を
見
積
も
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
し
、
具
体
的
に
は

又
は
譲
渡
し
の
日
の
前
日
が
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
同
日
に
お

原
子
炉
の
型
式
に
応
じ
て
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
す
る
。

け
る
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
総
見
積
額
を
定
め
、
同
日
ま
で

型
式
が
沸
騰
水
型
原
子
炉
（
Ｂ
Ｗ
Ｒ
）
で
あ
る
場
合
（
単
位
：
百
万

( )1

に
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
日

円
）

が
事
業
年
度
終
了
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

以
下
の
費
用
（
発
電
時
か
ら
継
続
し
て
発
生
し
て
い
る
作
業
に
係
る

３

前
二
項
の
承
認
は
、
積
立
期
間
が
終
了
す
る
月
の
属
す
る
事
業
年
度

も
の
を
除
く
）
を
足
し
た
額
と
す
る
。

ま
で
受
け
る
も
の
と
す
る
。

①
省
令
第
一
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
に
要
す
る
費
用
及
び
同
号
ヘ
の
う
ち

核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
の
運
搬

（
積
立
期
間
の
変
更
）

及
び
処
分
に
要
す
る
費
用

+

+

+

第
二
条
の
二

経
済
産
業
大
臣
は
、
対
象
発
電
事
業
者
か
ら
次
項
の
報
告
を

Ａ
×

１
０

×
Ｑ

Ｂ
×
１

０
×

Ｑ
Ｃ

×
１
０

×
Ｑ

－
１

－
１

－
２

１
２

３

Ｄ

受
け
た
と
き
は
、
当
該
対
象
発
電
事
業
者
に
対
し
、
当
該
特
定
原
子
力
発

電
施
設
の
設
置
後
初
め
て
発
電
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
報
告
に
係

上
記
の
算
式
に
お
い
て
は
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
解
体
に
よ

（

。

。
）

る
延
長
さ
れ
た
期
間
の
終
了
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
を
次
条
の

り
発
生
す
る
金
属

建
屋
の
鉄
筋
及
び
鉄
骨
を
除
く

以
下
同
じ

（

。

。
）

積
立
て
を
行
う
べ
き
積
立
期
間
と
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト

建
屋
の
鉄
筋
及
び
鉄
骨
を
含
む

以
下
同
じ
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の
重
量
を
算
定
し
、
次
の
と
お
り
当
該
金
属
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に

２

対
象
発
電
事
業
者
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二

含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
別
に
応
じ
て
こ
れ
ら
を
配
分
す
る

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ

も
の
と
す
る
。

Ｑ
：

１
ト
ン
当

た
り
３

７
×
１
０

ベ
ク
レ
ル

以
上
の
濃
度

を
含

の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
７

．

（

）

む
金
属
及
び

コ
ン
ク
リ

ト
の
重

量
ト
ン

ー

Ｑ
：

１
ト
ン
当
た

り
３

７
×
１
０

ベ
ク
レ
ル
未

満
の
濃
度

を
含

３

前
項
の
報
告
を
す
る
場
合
に
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け

２
７

．

む
金
属
及
び
１

ト
ン
当
た

り
３

７
×

１
０

ベ
ク
レ
ル
未

満

た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
．

で
１

ト
ン

当
た

り
３

７
×

１
０

ベ
ク

レ
ル

以
上

の
濃

度
を

６
．

（
積
立
て
）

（

）

含
む
コ
ン
ク
リ

ト
の
重

量
ト
ン

ー

Ｑ
：

１
ト
ン
当
た

り
３

７
×

１
０

ベ
ク

レ
ル
未

満
の

濃
度
を

含

第
三
条

対
象
発
電
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
、
特
定
原
子
力
発

３
６

．

電
施
設
（
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
承
継
し

（

）

む
コ
ン
ク
リ

ト
の
重
量

ト
ン

ー

た
事
業
年
度
又
は
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
譲
り
受
け
た
事
業
年
度
に
あ

②
省
令
第
一
条
第
二
号
ニ
及
び
ホ
に
要
す
る
費
用
並
び
に
同
号
ヘ
の
う

っ
て
は
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
、
第
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け

ち
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
運
搬
及
び
処
分
に

た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受

要
す
る
費
用

ａ
×

１
０

×
ｑ

ｂ
×
１

０
ｃ
×
ｑ

ｄ
×
ｑ

ｅ
×

け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
申
請
を
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
の
毎

(
)

(
－

２
３

+

+

+

+

１
２

事
業
年
度
）
に
あ
っ
て
は
当
該
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
、

)
ｑ

３

そ
れ
ぞ
れ
除
く

）
ご
と
に
、
第
二
条
第
一
項
の
総
見
積
額
か
ら
こ
の
条

上
記
の
算
式
に
お
い
て
は
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
解
体
に
よ

。

の
規
定
に
よ
り
前
事
業
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設

り
発
生
す
る
金
属
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
及
び
二
次
廃
棄
物
の
容
量
を
算

解
体
引
当
金
の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
に
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

定
し
、
次
の
と
お
り
当
該
金
属
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
及
び
二
次
廃
棄
物

り
前
事
業
年
度
ま
で
に
取
り
崩
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の

に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
別
表
に
定
め
る
核
種
別
の
濃
度
の
別
に

総
額
を
加
え
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て

応
じ
て
こ
れ
ら
を
配
分
す
る
も
の
と
す
る
。

ｑ
：
解
体

時
解
体
後

除
染
前

の
全
て
の
放

射
性
廃
棄
物

の
容
量

は
、
零
）
を
当
該
事
業
年
度
以
後
の
積
立
期
間
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に

（

）

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
積
立
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
原
子

（

）

㎥

ｑ
：

解
体

後
除

染
後

の
別

表
に

定
め

る
コ

ン
ク

リ
ト

ピ
ッ

ト
埋

力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

ー

設
施
設

の
埋
設
濃
度

上
限
値
を

超
え
る
放
射

性
廃
棄
物
に

区
分

２

合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
承
継
さ
せ
よ
う

（

）

と
す
る
対
象
発
電
事
業
者
又
は
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
譲
り
渡
そ
う
と

さ
れ
る
金
属

コ
ン
ク
リ

ト
及
び
二

次
廃
棄
物
の

容
量

ー

㎥
、

ｑ
：

解
体

後
除

染
後

の
別

表
に

定
め

る
コ

ン
ク

リ
ト

ピ
ッ

ト
埋

す
る
対
象
発
電
事
業
者
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
渡
し
の
日

２

ー

設
施

設
に
処
分

す
る
放
射
性

廃
棄
物
に
区

分
さ
れ
る

金
属

コ

の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
は

当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に

、

、

、

同
日
の
前
日
ま
で
に
、
第
二
条
第
二
項
本
文
の
総
見
積
額
か
ら
こ
の
条
の

（

）

ン
ク
リ

ト
及
び
二

次
廃

棄
物
の

容
量

ー

㎥

ｑ
：

解
体

後
除

染
後

の
別

表
に

定
め

る
掘

削
し

た
土

壌
中

ト
レ

規
定
に
よ
り
前
事
業
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解

（

３

ン
チ

へ
の

埋
設
が

可
能

な
放
射

性
廃
棄
物
に

区
分
さ
れ

る
金

体
引
当
金
の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
に
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

）

前
事
業
年
度
ま
で
に
取
り
崩
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総

（

）

属
コ
ン
ク
リ

ト
及
び
二

次
廃
棄
物
の

容
量

ー

㎥
、
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額
を
加
え
て
得
た
金
額

当
該
金
額
が
零
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

③
そ
の
他
、
①
及
び
②
で
定
め
る
費
用
に
つ
き
、
特
定
原
子
力
発
電
施

（

、

零
）
を
当
該
事
業
年
度
以
後
の
積
立
期
間
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に
当
該

設
ご
と
の
状
況
を
踏
ま
え
た
場
合
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
費
用
で
あ

事
業
年
度
開
始
の
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲

っ
て
、
対
象
発
電
事
業
者
が
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
個
別
に
積
算
し

渡
し
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
積
立
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た

算
定
し
た
費
用
（
零
を
下
回
る
場
合
を
含
む

）。

金
額
を
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら

型
式
が
加
圧
水
型
原
子
炉
（
Ｐ
Ｗ
Ｒ
）
で
あ
る
場
合
（
単
位
：
百
万

( )2

な
い
。
た
だ
し
、
同
日
が
事
業
年
度
開
始
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

円
）

り
で
な
い
。

以
下
の
費
用
（
発
電
時
か
ら
継
続
し
て
発
生
し
て
い
る
作
業
に
係
る

３

合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
承
継
し
た
対
象

も
の
を
除
く

）
を
足
し
た
額
と
す
る
。

。

発
電
事
業
者
又
は
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
譲
り
受
け
た
対
象
発
電
事
業

①
省
令
第
一
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
に
要
す
る
費
用
及
び
同
号
へ
の
う
ち

者
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
受
け
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
の
運
搬

に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
、
第
二
条
第
一
項
の

及
び
処
分
に
要
す
る
費
用

Ａ
×

１
０

×
Ｑ

Ｂ
×

１
０

×
Ｑ

Ｅ
×

１
０

×
Ｑ

’

総
見
積
額
か
ら
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
同
日
の
前
日
ま
で
に
積
み
立
て
ら

－
１

－
１

－
１

１
２

２

+

+

Ｆ
×

１
０

×
Ｑ

’
Ｇ
×

１
０

×
Ｑ

Ｈ

れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
に
次

+

+

+

－
２

－
２

３
３''

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
前
日
ま
で
に
取
り
崩
さ
れ
た
原
子
力
発
電

上
記
の
算
式
に
お
い
て
は
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
解
体
に
よ

施
設
解
体
引
当
金
の
総
額
を
加
え
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
に
満
た

り
発
生
す
る
金
属
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
重
量
を
算
定
し
、
次
の
と

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）
を
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
受
け

お
り
当
該
金
属
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃

の
日
の
属
す
る
月
以
後
の
積
立
期
間
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に
同
月
か
ら

度
の
別
に
応
じ
て
こ
れ
ら
を
配
分
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｑ
：
１

ト
ン
当
た
り

３
７
×
１

０
ベ
ク
レ

ル
以
上
の

濃
度
を
含

当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
積
立
期
間
の
月
数
を
乗
じ

１
７

．

て
得
た
金
額
を
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ

（

）

む
金

属
及
び
コ
ン

ク
リ

ト
の

重
量

ト
ン

ー

Ｑ
：
１

ト
ン
当
た
り

３
７
×
１

０
ベ
ク
レ

ル
未
満
の
濃

度
を
含

ば
な
ら
な
い
。

２
７

．

む
金

属
及

び
１

ト
ン

当
た

り
３

７
×

１
０

ベ
ク

レ
ル

未
満

７
．

で
１

ト
ン

当
た

り
３

７
×

１
０

ベ
ク

レ
ル

以
上

の
濃

度
を

（
取
崩
し
）

６
．

含
む
コ

ン
ク
リ

ト
の
重
量

ト
ン

た
だ

し
タ

ビ
ン
建

第
四
条

対
象
発
電
事
業
者
は
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
、
解
体
に

（

ー

ー

。
、

屋
主
た
る
タ

ビ
ン
を
収

納
す
る
建

屋
を
い

う
以
下
同

じ

要
す
る
費
用
の
額
を
支
出
し
た
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に

（

ー

。

内
に
収
納

さ
れ
て
い
る

設
備
の
解
体

に
よ
り
生

ず
る
金
属

よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
前
事
業
年
度
末

）

。

以
下

タ
ビ

ン
建
屋
内
金

属
と
い

う
の
重

量
を
除

（
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
承
継
し
た
特
定
原
子
力
発
電
施
設
又
は
譲

（

「

」

）

ー

。

り
受
け
た
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分

）

く
。

割
又
は
譲
受
け
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
限
り
同
日
の
前
日
。
以
下
こ

（

）

Ｑ
’
：
タ

ビ
ン
建
屋

内
金

属
の
重

量
ト
ン

２

ー

Ｑ
’
：

１
ト
ン
当
た

り
３

７
×
１
０

ベ
ク
レ
ル
未
満

の
濃
度

を

の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

）
の
残
高
（
当
該
事
業
年
度
に
お
い

。

３
６

．

含
む

コ
ン
ク
リ

ト
の
重
量

ト
ン

た
だ
し

タ
ビ
ン

て
同
条
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
積
立
て
を
行
っ
た
場
合
に
あ

（

ー

ー

。
、

ー

ー

っ
て
は
、
前
事
業
年
度
末
の
残
高
に
当
該
事
業
年
度
に
積
立
て
を
行
っ
た

（

「

建
屋
の
解
体

に
よ
り
生
ず

る
コ
ン
ク

リ
ト

以
下

タ

。

」

）

）

金
額
を
加
え
た
も
の
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

）
か
ら
、
当
該
事

ビ
ン

建
屋

コ
ン
ク

リ
ト

と
い
う

の
重
量
を
除
く

ー

。
。
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業
年
度
に
お
い
て
支
出
し
た
金
額
（
前
事
業
年
度
末
の
残
高
を
超
え
る
場

（

）

Ｑ
：

タ
ビ
ン
建

屋
コ
ン
ク

リ
ト
の
重

量
ト
ン

３''

ー

ー

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
残
高
）
に
相
当
す
る
金
額
を
取
り
崩
さ
な
け
れ
ば

②
省
令
第
一
条
第
二
号
ニ
及
び
ホ
に
要
す
る
費
用
並
び
に
同
号
ヘ
の
う

な
ら
な
い
。

ち
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
運
搬
及
び
処
分
に

２

対
象
発
電
事
業
者
は
、
解
体
が
完
了
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
年

要
す
る
費
用

ｆ
×
１
０

×
ｑ

ｇ
×
１
０

ｃ
×
ｑ

ｄ
×
ｑ

ｅ
×

度
末
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
当
該
解
体
を
行

(
)

(
－
２

３

+

+

+

+

１
２

っ
た
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
つ

)
ｑ

３

い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
取
崩
し
を
行
っ
た
後
に
な
お
残
高
が
あ
る
場

上
記
の
算
式
に
お
い
て
は
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
解
体
に
よ

合
は
、
当
該
残
高
の
全
額
を
取
り
崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
発
生
す
る
金
属
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
及
び
二
次
廃
棄
物
の
容
量
を
算

３

対
象
発
電
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
、
特
定
原
子
力
発
電
施

定
し
、
次
の
と
お
り
当
該
金
属
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
及
び
二
次
廃
棄
物

設
ご
と
に
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
前
事
業
年
度
末
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ

に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
別
表
に
定
め
る
核
種
別
の
濃
度
の
別
に

た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総
額
か
ら
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
前

応
じ
て
こ
れ
ら
を
配
分
す
る
も
の
と
す
る
。

ｑ
：
解

体
時

解
体

後
除
染
前

の
全
て
の

放
射
性

廃
棄

物
の
容

量

事
業
年
度
末
ま
で
に
取
り
崩
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総

（

）

額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
が
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
の
総
見
積

（

）

㎥

ｑ
：

解
体

後
除

染
後

の
別

表
に

定
め

る
コ

ン
ク

リ
ト

ピ
ッ

ト
埋

額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力

１

ー

設
施

設
の
埋
設

濃
度
上
限
値

を
超
え
る
放

射
性
廃
棄

物
に
区
分

発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
前
事
業
年
度
末
の
残
高
か
ら
当
該
超
え
る
金
額

㎥

を
取
り
崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

さ
れ
る

金
属

コ
ン

ク
リ

ト
及

び
二
次
廃
棄

物
の
容
量

ー

、

４

対
象
発
電
事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力

）

ｑ
：

解
体

後
除

染
後

の
別

表
に

定
め

る
コ

ン
ク

リ
ト

ピ
ッ

ト
埋

発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
つ
い
て
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
崩
す
場

２

ー

設
施

設
に
処
分
す

る
放
射
性
廃

棄
物
に
区

分
さ
れ
る
金

属
コ

合
を
除
き
、
当
該
引
当
金
を
取
り
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。

、

（

）

ン
ク
リ

ト
及
び
二
次
廃

棄
物
の

容
量

ー

㎥

ｑ
：

解
体

後
除

染
後

の
別

表
に

定
め

る
掘

削
し

た
土

壌
中

ト
レ

（
廃
止
時
の
扱
い
）

（

３

ン
チ

へ
の
埋

設
が
可
能

な
放
射
性
廃

棄
物
に

区
分

さ
れ
る

金

第
五
条

特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
原
子
炉
の
運
転
を
廃
止
し
よ
う
と

）

す
る
対
象
発
電
事
業
者
は
、
当
該
廃
止
が
行
わ
れ
る
日
（
以
下
単
に
「
廃

（

）

属
コ

ン
ク
リ

ト
及
び
二
次

廃
棄
物
の
容

量

ー

㎥
、

止
日
」
と
い
う

）
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
終
了
の
日

③
そ
の
他
、
①
及
び
②
で
定
め
る
費
用
に
つ
き
、
特
定
原
子
力
発
電
施

。

に
お
け
る
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
総
見
積
額
を
定
め
、
経
済

設
ご
と
の
状
況
を
踏
ま
え
た
場
合
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
費
用
で
あ

産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

っ
て
、
対
象
発
電
事
業
者
が
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
個
別
に
積
算
し

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
対
象
発
電
事
業
者

算
定
し
た
費
用
（
零
を
下
回
る
場
合
を
含
む

）。

に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
後
初
め
て
発

２

前
項
の
算
式
中
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ
、
Ｈ
、
ａ
、
ｂ
、
ｃ
、

電
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
同
項
の
承
認
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
ま
で

ｄ
、
ｅ
、
ｆ
、
ｇ
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
別
途
定
め
る
も
の
と
す
る
。

の
期
間
を
次
項
本
文
の
積
立
て
を
行
う
べ
き
積
立
期
間
と
し
て
通
知
す
る

３

原
子
炉
の
型
式
が
前
項
に
掲
げ
る
型
式
以
外
で
あ
る
特
定
原
子
力
発
電
施

、

。

も
の
と
す
る
。

設
に
係
る
総
見
積
額
は

合
理
的
な
方
法
に
よ
り
個
別
に
積
算
し
算
定
す
る

３

対
象
発
電
事
業
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年

４

前
項
に
よ
り
算
定
す
る
総
見
積
額
は
百
万
円
単
位
と
し
、
同
単
位
未
満
は
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度

に
お
い
て
、
同
項
の
承
認
を
受
け
た
総
見
積
額
か
ら
第
三
条
の
規
定

切
り
捨
て
る
こ
と
と
す
る
。

に
よ
り
前
事
業
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引

当
金
の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
に
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前

省
令
第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
き
の
要
引
当
額
の
積
立
期
間
の
延
長
の

第
四

事
業
年
度
ま
で
に
取
り
崩
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総
額

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
発
電
事
業
者
は
、
様
式
三
に
よ
る
要
引
当

を
加
え
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

額
積
立
期
間
延
長
承
認
申
請
書
を
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
と

零
。
以
下
「
要
引
当
額
」
と
い
う

）
を
一
括
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば

す
る
。

。

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
次
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
の
毎
事
業
年
度

省
令
第
三
条
及
び
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解

第
五

に
お
い
て
、
要
引
当
額
を
当
該
事
業
年
度
以
後
の
積
立
期
間
の
月
数
で
除

体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
る
べ
き
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、

し
、
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
積
立
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た

そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

金
額
を
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

る
。

４

前
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
発
電
事
業
者
は
、
次

第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
規
定
は
、
原
子
力
発
電
施
設
解
体
準
備
金
に
つ

第
六

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
中
「
原
子
力
発
電
施
設
解

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
対
象
発
電
事
業
者
は
、
当
該

体
引
当
金
の
」
と
あ
る
の
は
「
原
子
力
発
電
施
設
解
体
準
備
金
の
」
と
、

申
請
に
基
づ
く
承
認
に
関
す
る
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
前
項
た
だ
し

「
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
平
成
元
年
通
商
産
業

書
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
申
請
に
係
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金

省
令
第
三
十
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う

」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別

。
）

を
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
。
以
下
「
政
令
」
と

一

廃
止
し
よ
う
と
す
る
原
子
炉
の
名
称

い
う

」
と
、
第
二
中
「
省
令
第
二
条
第
一
項
、
第
二
項
本
文
及
び
第
五

。
）

二

原
子
炉
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由

条
第
一
項
の
総
見
積
額
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
第
三
十
三
条
第
二
項
の
見

三

要
引
当
額

積
額
（
以
下
「
総
見
積
額
」
と
い
う

」
と
、
第
三
中
「
省
令
第
二
条
第

。
）

四

前
号
の
額
の
算
定
根
拠

一
項

第
二
項
本
文
及
び
第
五
条
第
一
項
の
総
見
積
額

と
あ
る
の
は

政

、

」

「

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
三
項
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請
が
、
次
に
掲
げ

令
第
三
十
三
条
第
二
項
の
総
見
積
額
」
と

「
省
令
第
一
条
第
二
号
イ
か

、

る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
た
だ
し

ら
ハ
に
要
す
る
費
用
及
び
同
号
ヘ
の
う
ち
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

書
の
承
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
た
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
の
運
搬
及
び
処
分
に
要
す
る
費
用
」
と
あ
る

一

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
変
更
、
安
全
規

の
は
「
政
令
第
三
十
三
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
に
規
定
す
る
費
用

制
の
変
更
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

及
び
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
費
用
の
う
ち
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

二

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
事
由
が
円
滑
な
廃
止
措
置
の
実

さ
れ
た
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
の
運
搬
及
び
処
分
に
要
す
る
費
用
」
と
、

施
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
。

「
省
令
第
一
条
第
二
号
ニ
及
び
ホ
に
要
す
る
費
用
並
び
に
同
号
ヘ
の
う
ち

三

前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
適
正
か
つ
明
確
で
あ
る

核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
運
搬
及
び
処
分
に
要
す
る

こ
と
。

費
用
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
第
三
十
三
条
第
三
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に

６

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
三
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該

規
定
す
る
費
用
並
び
に
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
費
用
の
う
ち
核
燃
料
物
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」

、

承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
後
初
め
て
発
電
し
た
日
の
属

質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
運
搬
及
び
処
分
に
要
す
る
費
用

と

す
る
月
か
ら
当
該
承
認
に
係
る
廃
止
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
十
年

第
四
中
「
省
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
」

を
経
過
す
る
月
ま
で
の
期
間
を
、
要
引
当
額
を
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引

と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律

当
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
積
立
期
間
と
し
て
通
知
す
る
も

第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
発
電
施
設

の
と
す
る
。

解
体
準
備
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

前
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
（
第

三
項
た
だ
し
書
の
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
除
く

）
に
つ

。

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ

り
、
及
び
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
本
文
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
本
文
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
本

文
」
と

「
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第

、

三
項
」
と

、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条

第
三
項
本
文
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８

第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
の
規
定
は
、
第
三
項
た
だ
し

書
の
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
項
本
文
の
総
見
積
額
か

ら
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
第
三
項
の
総
見
積
額
か
ら
こ
の
条
及

び
第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
一
項
の

総
見
積
額
か
ら
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
第
三
項
の
総
見
積
額
か

」

、

「

」

ら
こ
の
条
及
び
第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書

と

前
条
第
一
項
中

前
条

と
あ
り
、
及
び
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
た
だ
し

書
並
び
に
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
た

だ
し
書
並
び
に
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
及
び
第
三

項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三

項
た
だ
し
書
並
び
に
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
及
び

第
三
項
」
と

「
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
次

、

条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次

条
第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二

項
及
び
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
令
の
規
定
は
、
施
行
日
以

附

則

後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
引
当
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

こ
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
等
取
扱
要
領
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
対
象
電
気
事
業
者
が
積
み
立
て
て
い
る
原

日
か
ら
施
行
し
、
十
二
資
公
部
第
八
十
三
号
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
一
月

子
炉
等
の
廃
止
措
置
に
係
る
引
当
金
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

六
日
に
て
廃
止
す
る
。

積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
炉
等
廃
止
措
置
引
当
金
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
分
の
引
当
金
に
つ
い
て
の

附

則
（
平
成
二
○
年
三
月
二
五
日
二
〇
資
電
部
第
六
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
事
業
年
度
に

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

お
い
て
そ
の
積
立
限
度
額
と
し
て
算
定
さ
れ
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
算
定
し
た
総
見
積
額

附

則
（
平
成
二
一
年
二
月
二
三
日
二
一
資
電
部
第
二
号
）

を
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
算
定
し
た
想
定
総
発
電
電
力
量
で
除
し
、
こ

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

れ
に
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
累
積
発
電
電
力
量
を
乗
じ
て
計
算

し
た
金
額
」
と
す
る
。

附

則
（
平
成
二
五
年
九
月
三
〇
日
二
〇
一
三
資
電
部
第
一
二
号
）

こ
の
通
達
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
五
号
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
二
〇
一
四
資
電
部
第
六
号
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
後
の
第
一
条
第
三
号
の
対
象
電
気
事

こ
の
通
達
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

業
者
が
積
み
立
て
て
い
る
原
子
炉
等
廃
止
措
置
引
当
金
は
、
改
正
後
の
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引

附

則
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
二
〇
一
五
資
電
部
第
九
号
）

当
金
と
み
な
す

こ
の
通
達
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年

.

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る

法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

事
業
年
度
分
の
引
当
金
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
の
積
立
限
度
額

附

則
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
二
〇
一
八
資
電
部
第
一
二
号
）

と
し
て
算
定
さ
れ
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
前
事
業
年
度
の
総
見
積
額
の

第
一
条

こ
の
取
扱
要
領
は
、
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省

百
分
の
八
十
五
に
前
事
業
年
度
の
累
積
発
電
電
力
量
の
想
定
総
発
電
電
力

令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
経
済
産
業
省
令
第
十
七
号
）

量
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
す
る
。

附
則
第
一
条
に
規
定
す
る
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

４

施
行
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
、
改
正
後
の
第
一
条
第
一
号
に

行
す
る
。

規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
の
規

第
二
条

原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
等
取
扱
要
領
の
一
部
を
改
正
す
る

定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な

通
達
（
平
成
三
十
年
二
〇
一
八
資
電
部
一
二
号
に
よ
る
改
正
後
の
取
扱
要

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
金
額
と
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設

領
の
規
定
は
、
こ
の
取
扱
要
領
の
施
行
の
日
以
後
の
会
計
整
理
に
つ
い
て

解
体
引
当
金
と
み
な
さ
れ
た
金
額
と
を
合
計
し
た
金
額
が
当
該
特
定
原
子

適
用
し
、
同
日
前
の
会
計
整
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

力
発
電
施
設
に
係
る
当
該
事
業
年
度
の
積
立
限
度
額
を
超
え
る
と
き
は
、
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当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
原
子
力
発

電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
る
べ
き
金
額
は
、
改
正
後
の
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施

設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
金

額
か
ら
当
該
超
え
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

５

施
行
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
、
改
正
後
の
第
一
条
第
一
号
に

規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
た
金
額
と
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
み
な
さ
れ
た
金
額

と
を
合
計
し
た
金
額
が
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
当
該
事
業
年

度
の
積
立
限
度
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
対
象
電
気
事
業
者
は
、
当
該
特

定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
、
当

該
積
立
限
度
額
か
ら
当
該
合
計
し
た
金
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
を
施
行

日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
又
は
当
該
事
業
年
度
以
後
五
年
以
内
の

期
間
に
わ
た
り
各
年
に
分
割
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則
（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
八
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
三
〇
号
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新

省
令
」
と
い
う

）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業

。

年
度
（
以
下
「
改
正
事
業
年
度
」
と
い
う

）
か
ら
適
用
す
る

。

２

改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
末
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改

（

「

」

正
前
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令

以
下

旧
省
令

と
い
う

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発

。

電
施
設
解
体
引
当
金
を
有
す
る
対
象
電
気
事
業
者
の
特
定
原
子
力
発
電
施

設
ご
と
の
改
正
事
業
年
度
に
お
け
る
新
省
令
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る

積
立
限
度
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う

ち
い
ず
れ
か
多
い
金
額
と
す
る
。

一

特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
、
総
見
積
額
の
百
分
の
八
十
五
に
相
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当
す
る
金
額
に
累
積
発
電
電
力
量
の
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係

る
電
気
事
業
法
第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
に
係
る
出
力

で
十
六
万
七
千
九
百
二
十
九
時
間
運
転
す
る
場
合
に
発
電
さ
れ
る
電
力

量
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
、
総
見
積
額
の
百
分
の

八
十
五
に
相
当
す
る
金
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額

二

特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度

末
に
お
け
る
旧
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た

原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
残
高

３

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
対
象
電
気
事
業
者
の
改
正
事
業
年
度
の

翌
事
業
年
度
か
ら
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
新
省
令
第
一
条
第
七
号

の
規
定
に
よ
る
金
額
が
前
項
に
掲
げ
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
最
初

の
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
対

象
電
気
事
業
者
の
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
は
、
新
省

令
第
一
条
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
金
額
と
す
る
。

附

則
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
四
二
号
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
省

令
」
と
い
う

）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年

。

度
（
以
下
「
改
正
事
業
年
度
」
と
い
う

）
か
ら
適
用
す
る
。

。

２

改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
末
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改

（

「

」

正
前
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令

以
下

旧
省
令

と
い
う

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発

。

電
施
設
解
体
引
当
金
を
有
す
る
対
象
電
気
事
業
者
に
つ
い
て
、
新
省
令
第

一
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額

が
改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
旧
省
令
第
一
条
第
七
号

の
規
定
に
よ
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
を
下
回
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
想
定
総
発

電
電
力
量
は
、
新
省
令
第
一
条
第
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事

業
年
度
に
お
い
て
算
定
し
た
総
見
積
額
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
累
積

発
電
電
力
量
を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
値
に
百
分
の
八
十
五
を
乗
じ
、
こ
れ

を
当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
積
立
限
度
額
で
除
し
た
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数
値
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
省
令
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す

る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
の
算
定
に
際
し
て
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数
値
を
同
号
の
想
定
総
発
電
電
力
量
と
み

な
す
。附

則
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
九
一
号
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電

施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う

）
第
一

。

条
第
三
号
に
規
定
す
る
対
象
電
気
事
業
者
（
以
下
単
に
「
対
象
電
気
事
業

」

。
）

、

者

と
い
う

が
積
み
立
て
て
い
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
は

新
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施

設
解
体
引
当
金
と
み
な
す
。

（

「

」

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

以
下

改
正
事
業
年
度

と
い
う

）
に
お
け
る
引
当
金
に
つ
い
て
の
新
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規

。

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
の
積
立
限

度
額
と
し
て
算
定
さ
れ
た
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
改
正
事
業
年
度
終
了

、

の
日
に
お
け
る
総
見
積
額
と
し
て
新
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
経
済
産

業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
総
見
積
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
金
額
に

前
事
業
年
度
に
お
け
る
累
積
発
電
電
力
量
の
新
省
令
第
一
条
第
五
号
に
規

定
す
る
想
定
総
発
電
電
力
量
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」

と
す
る
。

４

改
正
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
い
て
新
省
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す

る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
（
以
下
単
に
「
特
定
原
子
力
発
電
施
設
」
と
い

う

）
に
係
る
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体

。
引
当
金
を
有
す
る
対
象
電
気
事
業
者
の
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と

の
改
正
事
業
年
度
に
お
け
る
新
省
令
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
積
立
限

度
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず

れ
か
多
い
金
額
と
す
る
。

一

当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
、
総
見
積
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当

す
る
金
額
に
改
正
事
業
年
度
に
お
け
る
累
積
発
電
電
力
量
の
想
定
総
発
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電
電
力
量
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
、
総
見
積
額
の

百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
金
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額

二

改
正
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に

係
る
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金

の
金
額

５

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
対
象
電
気
事
業
者
の
改
正
事
業
年
度
の

翌
事
業
年
度
か
ら
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
新
省
令
第
一
条
第
七
号

の
規
定
に
よ
る
金
額
が
同
項
に
掲
げ
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
最
初

の
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
対

象
電
気
事
業
者
の
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
新
省
令
第
一
条
第
七
号

に
規
定
す
る
積
立
限
度
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
金

額
と
す
る
。

６

改
正
事
業
年
度
に
お
い
て
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
新
省
令
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み

立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
と
改
正
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当

該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
原
子

力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
金
額
と
を
合
計
し
た
金
額
が
当
該
特
定
原
子

力
発
電
施
設
に
係
る
改
正
事
業
年
度
の
積
立
限
度
額
を
超
え
る
と
き
は
、

改
正
事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
原
子
力
発

電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
る
べ
き
金
額
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し

て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
か
ら
当
該
超
え
る
金
額
を
控
除
し

た
金
額
と
す
る
。

７

改
正
事
業
年
度
に
お
い
て
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
新
省
令
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み

立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
と
改
正
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当

該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
原
子

力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
金
額
と
を
合
計
し
た
金
額
が
当
該
特
定
原
子

力
発
電
施
設
に
係
る
改
正
事
業
年
度
の
積
立
限
度
額
に
満
た
な
い
と
き

は
、
対
象
電
気
事
業
者
は
、
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
原
子
力

発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
、
当
該
積
立
限
度
額
か
ら
当
該
合
計
し
た

金
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
を
改
正
事
業
年
度
に
お
い
て
一
時
に
又
は
改
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正
事
業
年
度
以
降
七
年
度
以
内
の
期
間
に
お
い
て
各
事
業
年
度
均
等
に
分

割
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

）

附

則

平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
三
八
号

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
四
五
号
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新

省
令
」
と
い
う

）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業

。

年
度
（
以
下
「
改
正
事
業
年
度
」
と
い
う

）
か
ら
適
用
す
る
。

。

２

改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
末
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改

（

「

」

正
前
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令

以
下

旧
省
令

と
い
う

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発

。

電
施
設
解
体
引
当
金
を
有
す
る
対
象
電
気
事
業
者
に
つ
い
て
、
新
省
令
第

一
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額

が
改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
旧
省
令
第
一
条
第
七
号

の
規
定
に
よ
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
を
下
回
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
想
定
総
発

電
電
力
量
は
、
新
省
令
第
一
条
第
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事

業
年
度
に
お
い
て
算
定
し
た
総
見
積
額
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
累
積

発
電
電
力
量
を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
値
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
、
こ
れ
を

当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
積
立
限
度
額
で
除
し
た
数

値
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
省
令
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す

る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
の
算
定
に
際
し
て
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数
値
を
同
号
の
想
定
総
発
電
電
力
量
と
み

な
す
。附

則
（
平
成
二
○
年
三
月
二
五
日
経
済
産
業
省
令
第
二
○
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
原

子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
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の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
二
○
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
か

ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関

す
る
省
令
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
か
ら

適
用
す
る
。

附

則
（
平
成
二
五
年
七
月
八
日
経
済
産
業
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
五
年
九
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
五
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う

）
か
ら
施
行
す
る
。

。

（
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金

に
関
す
る
省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
省
令
」
と
い
う

）
の
規

。

定
は
、
施
行
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
事

業
年
度
」
と
い
う

）
か
ら
適
用
す
る
。

。

２

第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
新
省
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る

対
象
電
気
事
業
者
が
積
み
立
て
て
い
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金

は
、
新
省
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設

解
体
引
当
金
と
み
な
す
。

３

改
正
事
業
年
度
に
お
い
て
、
新
省
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定

原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立

て
る
べ
き
金
額
は
、
新
省
令
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。
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一

改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
前

事
業
年
度
」
と
い
う

）
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力

。

発
電
施
設
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
省
令
」
と
い
う

）
。

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
総
見
積
額
に
平
成
二
十
五
年
九
月

三
十
日
ま
で
の
旧
省
令
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
累
積
発
電
電
力
量

の
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
想
定
総
発
電
電
力
量
に
占
め
る
割
合
を
乗

（

「

」

。
）

じ
て
得
た
金
額

次
号
に
お
い
て

改
正
前
積
立
限
度
額

と
い
う

か
ら
前
事
業
年
度
の
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
積
立
限
度
額
を
控
除
し

て
得
た
金
額

二

新
省
令
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
見
積
額
か
ら
改
正
前
積
立
限

度
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
施
行
日
以
降
の
新
省
令
第
一
条
第
六
号
に

規
定
す
る
積
立
期
間
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に
六
を
乗
じ
て
得
た
金
額

４

改
正
事
業
年
度
よ
り
前
の
事
業
年
度
に
お
い
て
運
転
を
廃
止
し
た
原
子

炉
に
係
る
新
省
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設

（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う

）
に
つ
い
て
は
、
新
省
令
の

。

規
定
は
適
用
し
な
い
。

５

特
定
施
設
に
係
る
旧
省
令
第
四
条
（
第
三
項
を
除
く

）
の
規
定
の
適

。

用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
八
日
経
済
産
業
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）
抄

（
施
行
期
日
）
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、

。

、

第
一
条

こ
の
省
令
は

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

た
だ
し

第
二
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金

に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
引
当
金
省
令
」
と
い
う

）
の
規
定
は
、
こ

。

の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

）
の
属
す
る
事
業
年

。

度
（
以
下
「
改
正
事
業
年
度
」
と
い
う

）
か
ら
適
用
す
る
。

。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
事
業
年
度
よ
り
前
の
事
業
年
度

に
お
い
て
運
転
を
廃
止
し
た
原
子
炉
に
係
る
新
引
当
金
省
令
第
一
条
第
一

号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
（
電
気
事
業
会
計
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
廃
止
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う

）
を
設
置
す
る
対
象
発
電
事

。

業
者
（
新
引
当
金
省
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
対
象
発
電
事
業
者
を

い
う
。
以
下
同
じ

）
の
特
定
施
設
に
係
る
新
引
当
金
省
令
第
五
条
第
一

。

項
、
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

「

」

「

」

、

同
条
第
一
項
中

廃
止
し
よ
う
と
す
る

と
あ
る
の
は

廃
止
し
た

と

「
当
該
廃
止
が
行
わ
れ
る
日
（
以
下
単
に
「
廃
止
日
」
と
い
う

」
と
あ

。
）

る
の
は
「
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
行
わ
れ
る
日
」
と
、
同

条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
廃
止
し
よ
う
と
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
廃
止
し
た
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
当
該
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発

電
施
設
の
設
置
後
初
め
て
発
電
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
承
認
に
係

る
廃
止
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
期

間
」
と
あ
る
の
は
「
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
経
済
産
業
省
令
第
十
七
号
）
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
条
の
二
第
一
項
の
通
知
の
あ
っ
た
期
間

（
同
条
第
四
項
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
直
近
の
当
該
通
知
が
あ
っ
た

期
間
と
し
、
同
条
第
一
項
の
通
知
が
な
い
場
合
に
は
特
定
原
子
力
発
電
施

設
の
設
置
後
初
め
て
発
電
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
を

経
過
す
る
月
ま
で
の
期
間
と
す
る

」
と
す
る
。

。
）
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２

特
定
施
設
を
設
置
す
る
対
象
発
電
事
業
者
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
引
当
金
省

令
第
五
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
施
設
に
係
る
総
見
積
額
の
承
認
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
引
当
金
省

令
」
と
い
う

）
第
二
条
第
一
項
の
承
認
を
除
く
。
次
条
第
二
項
及
び
附

。

則
第
五
条
に
お
い
て
同
じ

、
積
立
期
間
の
変
更
（
旧
引
当
金
省
令
第
二

。
）

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
期
間
の
変
更
を
除
く

）
並
び
に
原

。

子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
積
立
て
及
び
取
崩
し
に
つ
い
て
は
、
施
行

日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
対
象
発
電
事

業
者
が
、
同
日
ま
で
に
、
新
引
当
金
省
令
第
五
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請

を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
間
）

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原

子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以

下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う

）
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二

。

項
の
規
定
に
よ
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
て
い
る
原
子
炉
に

係
る
新
引
当
金
省
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設

（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う

）
を
設
置
す
る
対
象
発
電
事

。

業
者
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
新
引
当
金
省
令
第
二
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
可
を
受
け
て
い
る
旨
を
経
済
産
業
大

臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
施
設
に
係
る
総
見
積
額
の
承
認
並
び
に
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引

当
金
の
積
立
て
及
び
取
崩
し
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
対
象
発
電
事
業
者
が
、
当
該
期
間
内

に
、
新
引
当
金
省
令
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
と

き
は
、
当
該
報
告
に
係
る
同
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月

の
前
月
ま
で
の
間
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
原
子
炉
等
規
制
法
第
四

十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
新
引

当
金
省
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
総

見
積
額
の
承
認
並
び
に
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
積
立
て
及
び
取
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崩
し
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
新
引
当
金
省
令
第
二
条
の
二
第
一
項
の

通
知
を
受
け
た
日
又
は
新
引
当
金
省
令
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申

、

。

請
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
間
は

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

（
電
気
事
業
会
計
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

（
略
）



（様式一）

総見積額承認申請書

（ 年度）

経済産業大臣

殿

年 月 日

住所

名称及び代表者の氏名

原子力発電施設解体引当金に関する省令第２条第１項、第２項本文及び第５

条第１項並びに租税特別措置法施行令第３３条第２項の規定により下記のとお

り総見積額の承認を受けたいので申請します。

記

特定原子力発電施設 総 見 積 額

（何）原子力発電所 百万円

（何）号機

計

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



（様式二）

総見積額算定明細書

（何）原子力発電所（何）号機、出力（ （沸騰水型原子炉、加圧水型原kW）

子炉又はガス炉の別）

総見積額の算定明細

( ) 算定の方法1

( ) 総見積額 百万円2

備考１ 本様式は、特定原子力発電施設ごとに作成すること。

２ 承認を受けようとする事項について記載し、該当しない事項につい

ては省略すること。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



（様式三）

要引当額積立期間延長承認申請書

（ 年度）

経済産業大臣

殿

年 月 日

住所

名称及び代表者の氏名

原子力発電施設解体引当金に関する省令第５条第３項ただし書の規定によ

、 。り 下記のとおり要引当額の積立期間の延長の承認を受けたいので申請します

記

１．廃止しようとする原子炉の名称

２．原子炉を廃止しようとする理由

３．要引当額

４．算定根拠

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



（別表）
放射性物質の核種別濃度

/ton単位：Ｂｑ

コンクリートピッ コンクリートピッ 掘 削 し た 土 壌 中
核 種 ト埋設施設の埋設 ト埋設施設に処分 （トレンチ）への

濃度上限値を超え する放射性廃棄物 埋設が可能な放射
る放射性廃棄物 性廃棄物

Ｈ－３ × 超 × 超 × 超3.07 10 3.00 10 1.00 1011 8 8

× 以下 × 以下3.07 10 3.00 1011 8

Ｃ－１４ × 超 × 超8.51 10 1.10 109 7

× 以下8.51 109

Ｃａ－４１ × 超1.50 107

Ｍｎ－５４ × 超1.00 105

Ｎｉ－５９ × 超8.88 109

Ｃｏ－６０ × 超 × 超 × 超2.78 10 8.10 10 1.00 1012 8 5

× 以下 × 以下2.78 10 8.10 1012 8

Ｎｉ－６３ × 超 × 超1.11 10 7.20 1012 8

× 以下1.11 1012

Ｓｒ－９０ × 超 × 超 × 超1.67 10 4.70 10 1.00 1010 5 6

× 以下 × 以下1.67 10 4.70 1010 5

Ｎｂ－９４ × 超8.51 107

Ｔｃ－９９ × 超1.85 107

Ｉ－１２９ × 超2.78 105

Ｃｓ－１３４ × 超1.00 105

Ｃｓ－１３７ × 超 × 超 × 超1.04 10 1.00 10 1.00 1011 7 5

× 以下 × 以下1.04 10 1.00 1011 7

Ｅｕ－１５２ × 超 × 超3.60 10 1.00 107 5

× 以下3.60 107

Ｅｕ－１５４ × 超1.00 105

全α × 超 × 超 × 超5.55 10 1.70 10 1.00 108 6 5

× 以下 × 以下5.55 10 1.70 108 6


